
府中市歴史民俗資料館カラーＡ３複合機賃貸借 仕様書

１ 品名の名称及び数量

品名 カラーＡ３複合機

数量 １台

２ 納入場所

府中市歴史民俗資料館 管理棟１階（府中市土生町８８２－２）

３ 納入期限

令和６年６月２８日（金）までとする。また、納入に当たっては発注者と協議を行

い、納入期限までに納入・検品・設定等の確認を完了すること。

４ 賃貸借期間

令和６年７月１日～令和１１年６月３０日

（地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約、ただし、翌年度以降の

当該契約に係る歳入・歳出予算の減額または削除があった時は、市はこの契約を解

除することができるものとする。）

５ 支払条件

賃貸借契約による５年間の分割払い（６０回）とする。

設置・撤去費・機器設定費・保守・修繕費・消耗品費を含めた月払いのリース対応

とし、契約は、受注者、受注者推薦のリース会社及び本教育委員会の三者契約（リー

ス会社を兼ねる場合は二者契約）とする。

この契約は、地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約とし、契約を

締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合

は、当該契約を変更又は解除することがある。

６ 印刷機仕様

複合機機能

形 式 コンソールタイプ（プリンタ・カラースキャナ機能内蔵型）

機 器 の 大 き さ
幅９２０ｍｍ以下、奥行７５０ｍｍ以下、高さ１３００ｍｍ以下

（給紙テーブル４段装着時）

複 写 等 サ イ ズ
最大：２９７ｍｍ×４２０ｍｍ（Ａ３相当）以上

最小：１００ｍｍ×１４８ｍｍ（郵便はがきサイズ相当）以下



プリンタ機能

形 式 内蔵型

連続プリント速度 ３５枚／分以上

出 力 解 像 度
４，８００ｄｐｉ相当×１，２００ｄｐｉ、１，２００ｄｐｉ×

１，２００ｄｐｉ、６００ｄｐｉ×６００ｄｐｉ

インターフェース

ネットワークインターフェイス

（1000ＢＡＳＥ-Ｔ／100ＢＡＳＥ-ＴＸ／10ＢＡＳＥ-Ｔ）×1

ＵＳＢ３．０×１

対応プロトコル ＴＣＰ／ＩＰ

解 像 度 ６００ｄｐｉ×６００ｄｐｉ以上（読み取り、書き込み）

ス キ ャ ン 機 能 カラースキャナーであること

ウォームアップタイム ３０秒以下

ファーストコピ―タイム 白黒：５．３秒以下、カラー：７．０秒以下

連 続 複 写 速 度 ３５枚／分以上

給 紙 テ ー ブ ル

手 差 し ト レ イ

６００枚×２段＋２５０枚以上×２段

手差し ５０枚以上

画 像 メ モ リ ー ４ＧＢ

大容量ストレージ ＳＳＤ ３２ＧＢ以上

複 写 倍 率

ズーム ：２５％～４００％（１％単位の任意選択）

固定倍率：１．００、１.１５、１.２２、１.４１、２.００、４.００、
０.８６、０.８１、０.７０、０.５０、０.２５

連 続 複 写 枚 数 １～９，９９９枚以上

本 体 消 費 電 力 最大１，５００Ｗ以下

電 源 ＡＣ１００Ｖ

そ の 他
・紙詰まりなどのトラブルに対し、使用者が安全かつ容易に対処で

きること

備 考
月間想定コピー枚数：モノクロ・カラー混 月３００枚程度

ＬＡＮのパソコンは２～３台



スキャン機能

ファックス機能

７ 納入機器の保守

（１）保守内容

① 定期的に保守点検（半年に１回以上）を行うこと。

② トナーは保守に含むこと。

③ 保守サービス体制が広島県内にあり、概ね１時間以内にエンジニアによる十分

な保守が図れること。また、５年間にわたり修理、部分提供を円滑に行い得る

体制を確保すること。

④ 長期保守が必要な場合は、代替機を提供すること。

対応ＯＳ Windows 8.1/10 MacOS X に対応

メディアプリント ＵＳＢ２．０（Ａタイプ）、ＳＤカードスロット

形 式 カラースキャナー

読 み 取 り 速 度 モノクロ、カラー：１００ページ／分

読 み 取 り 解 像 度
６００ｄｐｉ、４００ｄｐｉ、３００ｄｐｉ、２００ｄｐｉ、

２００×１００ｄｐｉ、２００×４００ｄｐｉ

インターフェース

ネットワークインターフェイス

（1000ＢＡＳＥ-Ｔ／100ＢＡＳＥ-ＴＸ／10ＢＡＳＥ-Ｔ）×1

ＵＳＢ３．０×１

階 調
モノクロ：２階調 グレースケール：２５６階調

フルカラー：ＲＧＢ 各２５６階調

対 応 Ｏ Ｓ Windows 8.1/10

出力フォーマット ＴＩＦＦ、ＪＰＥＧ、ＰＤＦ、高圧縮ＰＤＦ

送 信 方 式 ＳＭＢ、ＳＭＴＰ、ＦＴＰ、ＦＴＰＰｏｖｅｒＳＳＬ、ＵＳＢ

送 信 原 稿 サ イ ズ Ａ６～Ａ３

記 録 紙 サ イ ズ Ａ６～Ａ３

メ モ リ ー 容 量 １７０ＭＢ



（２）保守期間

令和６年７月１日から５年間（６０ヶ月）

８ 初期対応

機器の初期不良については、全て交換対処すること。また、納入後１年間に通常

の使用による破損、不具合等が生じた場合は、無償で修理を行うこと。

９ 機器の搬入及び据付

（１）納入に伴う全ての必要事項は、教育部教育政策課職員の指示に従い行うこと。

（２）搬入設置作業に伴い発生した廃棄物は、受注者が持ち帰り適切に処分すること。

１０ 入札書作成方法

入札書に記載する金額は、納入機器の本体価格のほか、機器搬入・据付・搬出そ

の他諸経費、設定及び調整費、保守・修繕費用、消耗品費を含めたリース料の５年

間（６０ヶ月）の合計額。

契約にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって契約額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

また、受注者、受注者推薦のリース会社及び市教育委員会の三者契約の場合は、

「第三者をして機器の貸付を行えることの証明書」を提出すること。

１１ その他

（１）物品は新品を用意すること。

（２）運用に必要なマニュアル及び資料等を１部提供すること。

（３）機器の導入時には、操作説明を行うこと。

（４）搬出費用についても受注者の負担とする。

（５）ＬＡＮ接続での使用の際は、クライアントパソコンへのプリンタードライバー

のインストールや、スキャナーの設定を行うこと。

（６）本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、発

注者と協議の上、必要事項を決定すること。


